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鳴門教育大学いじめ防止支援機構規則

平成２７年 ３ 月２４日

規則第 １４ 号

改正 平成２８年 ４ 月１３日規則第１４号

平成２９年 ３ 月 ８日規則第１０号

平成３１年 ３ 月１３日規則第１１号

令和 ２ 年 ３ 月１１日規則第 ５ 号

令和 ３ 年 ３ 月１０日規則第 ８ 号

令和 ７ 年 ３ 月２７日規則第 ９ 号

（趣旨）

第１条 この規則は，国立大学法人鳴門教育大学学則（平成１６年学則第１号）第１９条

の２及び第２０条の規定に基づき，鳴門教育大学いじめ防止支援機構の設置等に関し必

要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 鳴門教育大学に，いじめ問題の克服に寄与する事業の実施を目的として，いじめ

防止支援機構（以下「機構」という。）を置く。

２ 機構は，教師のためのＡＩ・ＤＳ研究開発センター，生徒指導支援センター，心身健

康センター及び発達臨床センターで構成し，各センターの連携により，事業を実施する

ものとする。

（呼称）

第３条 機構は，「ＢＰ-ＣＯＲＥ(Center of Organization for Research and Education

(about Bullying Prevention))」と称することができる。

（機構長）

第４条 機構に，機構長を置き，学長が指名する者をもって充てる。

２ 機構長は，機構の事業を統括する。

（副機構長）

第５条 機構に副機構長を置き，連携するセンター所長４人をもって充てる。

２ 副機構長は，機構長の職務を補佐する。

（顧問）

第６条 機構に，顧問を置くことができる。

２ 顧問は，学外の有識者から学長が指名する。

３ 顧問は，機構の運営に関し，指導及び助言を行う。

（任期）

第７条 機構長の任期は，２年とし，再任されることができる。ただし，任期の途中で欠

員となった場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（担当職員）

第８条 機構の事業を担当する職員は，次の各号に掲げる者とする。

(1) 教師のためのＡＩ・ＤＳ研究開発センターに兼務を命ぜられた教員 若干人

(2) 生徒指導支援センターに兼務を命ぜられた教員 若干人
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(3) 心身健康センターに兼務を命ぜられた教員 若干人

(4) 発達臨床センターに兼務を命ぜられた教員 若干人

(5) 生徒指導支援センターに所属する研究員

(6) 学長が必要と認める者

（会議）

第９条 機構に，事業の計画と実施に関して必要な事項を審議するため，鳴門教育大学い

じめ防止支援機構会議（以下「会議」という。）を置く。

２ 会議に関し必要な事項は，別に定める。

（事務）

第１０条 機構の事務は，当分の間，学術情報推進課において処理する。

（細則）

第１１条 この規則に定めるもののほか，機構に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

１ この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

２ 施行日において任命された機構長の任期は，第６条の規定に関わらず，平成２８年３

月３１日までとする。

附 則

この規則は，平成２８年４月１３日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。

附 則

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，令和３年４月１日から施行する。

附 則

この規則は，令和７年４月１日から施行する。


